
申請に必要な添付書類一覧 
 

■第３条 
  ①許可を受けようとする土地の登記事項証明書。（法務局交付） 

  ②許可を受けようとする土地の公図。（法務局交付） 

  ③許可を受けようとする土地の位置図。（縮尺 1/5,000から 1/10,000程度） 

  ④その他 

   ・法人の定款、寄附行為の謄本。（権利を取得する者が法人の場合） 

   ・戸籍の附表。（現住所と土地の登記事項証明書記載の住所が異なる場合） 

   ・相続関係を証する書面。 

（土地の登記事項証明書記載の所有者が死亡している場合） 

 

※※※※そのそのそのその他他他他、、、、申請申請申請申請のののの内容内容内容内容によってによってによってによって参考参考参考参考となるべきとなるべきとなるべきとなるべき書類書類書類書類をををを求求求求めることがありますめることがありますめることがありますめることがあります。。。。    

 

 

■第４条、第５条 
  ①許可を受けようとする土地の登記事項証明書。（法務局交付） 

  ②許可を受けようとする土地の公図。（法務局交付） 

  ③許可を受けようとする土地の位置図。（1/5,000から 1/10,000程度の縮尺） 

  ④許可を受けようとする土地に建設しようとする建物または工作物の配置図。 

   （縮尺 1/500から 1/2,000程度） 

  ⑤当該転用事業において、農地法以外の法令に基づく許認可等が必要な場合、

その許可指令書等。 

    ＝※墓地埋葬許可、建築確認等。 

  ⑥その他 

   ・農地転用事業計画書〔様式第 10号〕。 

     （建築物のない土地の造成のみを目的とした転用事業の場合） 

      ※資材置場、駐車場等 

・法人の定款、寄附行為の謄本。（申請人が法人の場合） 

   ・戸籍の附表。（現住所と土地の登記事項証明書記載の住所が異なる場合） 

   ・相続関係を証する書面。 

（土地の登記事項証明書記載の所有者が死亡している場合） 

 

※※※※そのそのそのその他他他他、、、、申請申請申請申請のののの内容内容内容内容によってによってによってによって参考参考参考参考となるべきとなるべきとなるべきとなるべき書類書類書類書類をををを求求求求めることがありますめることがありますめることがありますめることがあります。。。。    


